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株主各位

証券コード　7522
（電子提供措置開始日）2023年６月１日

（発送日）2023年６月８日
株 主 各 位

東 京 都 大 田 区 羽 田 一 丁 目 １ 番 ３ 号
ワ タ ミ 株 式 会 社
代 表 取 締 役
会 長 兼 社 長 渡 邉 美 樹

【当社ウェブサイト】
https://www.watami.co.jp/

【株主総会資料掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/7522/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

株主総会ご出席株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

第37期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　当社は、６月23日（金）第37期定時株主総会を下記により開催いたします。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェ
ブサイトに掲載しております。

（上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」又は証券
コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、「縦覧書類」に
ある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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株主各位

　本年の株主総会は、新型コロナウイルス感染症の位置づけが５類感染症に変更
されたことも踏まえて4年ぶりに外部会場（大田区産業プラザＰｉＯ）にて開催
させていただきます。
　本総会へのご出席を検討されている株主の皆様におかれましては、当日までの
健康状態にご留意いただきますようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行
使することができます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、
「議決権行使についてのご案内」にしたがって、2023年６月22日（木曜日）午
後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

また、同封いたしました「第37期 定時株主総会開催のお知らせ」もお目通し
いただきますようお願い申しあげます。

敬具
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記
１．日 時 2023年６月23日（金曜日）午後２時（午後１時00分受付開始予

定）
２．場 所 東京都大田区南蒲田１丁目20-20

大田区産業プラザＰｉＯ　大展示ホール
　会場が前回と異なっておりますので、末尾の「第37期定期株主総
会　会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えの無いようお願い
申しあげます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第37期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

２. 第37期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

以上
◎議決権行使の方法につきましては、４ページをご参照ください。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を
記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきま
しては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりま
せん。

① 事業報告の株式の状況及び新株予約権等の状況
② 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書
③ 連結計算書類の連結注記表
④ 計算書類の株主資本等変動計算書
⑤ 計算書類の個別注記表

　したがって、本招集ご通知の提供書面は、監査等委員会が監査報告を作成するに際して
監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であり、会計監査人が会計監査
報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブ
サイトに掲載いたします。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。

◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛
否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

書面で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手
を貼らずにご投函ください。

行使期限
　

2023年６月22日(木曜日)午後６時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合

パ ソ コ ン 、 ス マ ー ト フ ォ ン か ら 議 決 権 行 使 ウ ェ ブ サ イ ト
(https://www.web54.net)にアクセスし、同封の議決権行使書用
紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力
いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限
　

2023年６月22日(木曜日)午後６時まで

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。(ご捺印は不要で
す。)

日 時
　

2023年６月23日(金曜日)午後２時

場 所
　

東京都大田区南蒲田1丁目20-20
大田区産業プラザＰｉＯ　大展示ホール
(末尾の「第37期定時株主総会　会場ご案内図」をご参
照ください。)

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネッ
トによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネ
ットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な
議決権行使としてお取扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内
１. 議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンから、当社の指定する
議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）をご利用いただくことによって
のみ可能です。

２. 議決権行使のお取扱いについて
①議決権の行使期限は、2023年６月22日(木曜日)午後６時までとなっておりますの

で、お早めの行使をお願いいたします。
②議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金(接

続料金等)は、株主様のご負担となります。

３. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
①パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための

重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
②パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行

をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。
③議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

４. システムに係わる条件について
パソコン又は携帯端末の機種やご加入のサービス等、インターネットのご利用環境によ
っては、議決権行使ウェブサイトがご利用いただけない場合があります。詳細につきま
しては、下記の三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤルにお問い合わ
せください。

システム等に関する
お問い合わせ

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
［電話］　0120 (652) 031（受付時間　９：00～21：00）
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当事業年度の事業の状況

（ 自 2022年 ４ 月１日 ）至 2023年 ３ 月31日

事　業　報　告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の
収束に向けた動きが加速する中で、ロシアのウクライナ侵攻に伴う燃料価
格及び原材料価格の高騰や、急速な円安が助長する物価高が続くなど依然
として不透明な状況で推移しました。当社グループはこのような環境下に
おいても「地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろ
う」というグループスローガンのもと、各事業分野において、お客様のあ
りがとうを集める活動を展開してまいりました。
　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（国内外食事業）
　国内外食事業におきましては、17店舗の新規出店と75店舗の撤退を行
い、当連結会計年度末の店舗数は347店舗となりました。既存店売上高前
年比は139.0％、既存店客数前年比は130.5％となっております。
　その結果、国内外食事業における売上高は25,284百万円（前期比
167.2％）、セグメント損失は1,782百万円（前期は6,872百万円の損失）
となりました。

（宅食事業）
　宅食事業におきましては、当連結会計年度末の営業拠点数は525ヶ所と
なりました。調理済み商品の累計お届け数は62,368千食（前期比
100.1％）となっております。調理済み商品のお届け数が前年を上回った
こと等の影響により、売上高は43,762百万円（前期比107.7％）、セグメ
ント利益は5,724百万円（前期比112.9％）となりました。
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当事業年度の事業の状況

区 分 実 績 前 期 比

売 上 高 77,922 121.1％
経 常 利 益 3,883 145.7%
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,674 -

（海外外食事業）
海外外食事業におきましては、13店舗の新規出店と13店舗の撤退を行

い、当連結会計年度末の店舗数は50店舗となりました。円安の影響によ
り増収となりましたが、中国のゼロコロナ政策の影響により、減益となっ
ております。
　その結果、海外外食事業における売上高は5,309百万円（前期比
100.2％）、セグメント損失は616百万円（前期は47百万円の利益）とな
りました。

（環境事業）
　環境事業におきましては、電力小売事業を中心に展開しております。
販売単価の上昇等の影響により、増収増益となっております。その結果、
売上高は2,732百万円（前期比109.8％）、セグメント利益は43百万円（前
期は215百万円の損失）となりました。

（農業）
　農業におきましては、有機農産物の生産、酪農畜産等を行っておりま
す。売上高は696百万円（前期比94.2％）、セグメント損失は141百万円
（前期は14百万円の損失）となりました。

　当連結会計年度における当社グループの成果は、宅食事業における増収
及び国内外食事業における新型コロナウイルス感染症対策の制限緩和等の
影響により、売上高は77,922百万円（前期比121.1％）となり、営業利益
は1,474百万円（前期は3,577百万円の損失）、経常利益は3,883百万円
（前期比145.7%）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,674百万円（前
期は1,844百万円の損失）となりました。

《2023年３月期連結実績》　　　　　　　　　　（単位：百万円／％）
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当事業年度の事業の状況

名 称 店 名
ミ ラ イ ザ カ

２店舗 相 武 台 前 店 谷 町 ４ 丁 目 店

か み む ら 牧 場
５店舗

鶴 見 駒 岡 店 上 尾 店 ら ら ぽ ー と
福 岡 店

福 重 拾 六 町 店 船 橋 宮 本 店

から揚げの天才
6店舗

大 和 下 和 田 店 茅 ヶ 崎 西 久 保 店 中 葛 西 店

戸 ヶ 崎 店 磐 田 今 之 浦 店 西 浅 草 店
（ キ ッ チ ン カ ー ）

b b q
3店舗 大 宮 カ ド マ チ 店 守 口 店 イ オ ン モ ー ル

堺 鉄 炮 町 店

そ の 他 業 態
１店舗

やさい巻き串の獅志丸
さ い た ま 新 都 心
東 口 駅 前 店

名 称 店 名

和 民
８店舗

Uptown Center店
（ フ ィ リ ピ ン ）

F i l i n v e s t 店
（ フ ィ リ ピ ン ）

G l o r i e t t a 店
（ フ ィ リ ピ ン ）

M a l l  o f  A s i a 店
（ フ ィ リ ピ ン ）

E a s t w o o d 店
（ フ ィ リ ピ ン ）

H i g h  S t r e e t 
South（HSS）店
（ フ ィ リ ピ ン ）

M c K i n l e y 店
（ フ ィ リ ピ ン ）

B u g i s  P l u s 店
（ シ ン ガ ポ ー ル ）

和民手作厨房
1店舗

微 風 北 車 店
（ 台 湾 ）

Watami Smart kitchen
１店舗

ボ ラ 店
（ 韓 国 ）

金 子 半 之 助
２店舗

奧 海 城 二 期 店
（ 香 港 ）

荃 灣 廣 場 店
（ 香 港 ）

饗 和 民
１店舗

 荃 灣 廣 場 店
（ 香 港 ）

② 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資総額は、2,494百万円（店舗賃借に係る保証

金225百万円を含む。）であり、主として業態転換及び下記店舗の出店に
よるものであります。

■国内外食事業

■海外外食事業

③ 資金調達の状況
当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より短期借

入金、長期借入金として合計5,942百万円の調達を実施しました。
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当事業年度の事業の状況

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な子会社の状況

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況 （単位：百万円）

区 分 第 34 期
(2020年３月期)

第 35 期
(2021年３月期)

第 36 期
(2022年３月期)

第 37 期
(2023年３月期)

売 上 高 90,928 60,852 64,362 77,922

経常利益又は経常損失(△) 349 △8,171 2,665 3,883
親会社株主に帰属する当期純利
益又は親会社株主に帰属する当
期 純 損 失 ( △ )

△2,945 △11,561 △1,844 1,674

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は
１株当たり当期純損失(△)(円) △74円89銭 △292円66銭 △45円49銭 41円27銭

総 資 産 41,763 44,893 52,223 57,050

純 資 産 14,481 3,396 14,633 17,807

１株当たり純資産額(円) 361円70銭 78円46銭 51円37銭 129円40銭

⑶ 重要な子会社の状況 （単位：百万円／％）
会 社 名 資本金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

和 民 國 際 有 限 公 司 13,364 100.0 海外の外食事業におけるフランチャイズ事業の展開、海
外現地法人の管理及び海外エリア進出の戦略立案・実行

㈲ ワ タ ミ フ ァ ー ム 3 38.3 農産物の生産・販売、農産加工品の製造・販売及
びワタミ㈱に対する農産物の納入

ワ タ ミ エ ナ ジ ー ㈱ 194 100.0 電力小売事業、風力発電事業、環境マネジメント
事業
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対処すべき課題

⑷ 対処すべき課題
　新型コロナウイルス感染症の収束に向けた動きが加速する中で、ロシアのウク
ライナ侵攻に伴う原材料価格の高騰や、急速な円安が助長する物価高が続くなど
わが国の経済は依然として不透明な状況であります。そのような中、当社グルー
プは当連結会計年度においては、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当
期純利益とも対前年を上回る利益を計上しております。2023年３月にはマスク
着用義務の廃止、会食における人数制限の解除など、飲食業界における経済活動
は回復傾向にあり、新型コロナウイルス感染症が２類から５類に切り替わり消費
行動の急速な回復が予見されるなか、物価高や賃金上昇圧力の増加などの新たな
環境の変化に対応するため、当社グループでは、引き続き、固定費削減、お客様
ニーズに対応した業態（居酒屋業態のほか、テイクアウト・デリバリー業態、焼
肉業態の店舗）の展開を行うことにより、リスクに対応した業態ポートフォリオ
の構築が重要と考えております。また、コロナ禍においても堅調に成長してきた
宅食事業は、これからの少子高齢化やリモートワークなど多様な働き方に対応す
るため、冷凍総菜宅配サービスの拡大及びインフレ環境における低価格商品の販
売など、お客様ニーズに応じた継続的な成長基盤の整備が必要と考えておりま
す。
　財務面では、前連結会計年度においてＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業
有限責任組合との間で株式投資契約書及び総株引受契約書を締結し、12,000百
万円の優先株式を発行して手元流動性を高めるとともに、当連結会計年度におい
て金融機関から調達した資金を成長戦略へ投資することにより、厳しい環境下に
おいても確実な成長と業績の改善に取り組んでおります。当社グループはこのよ
うな環境下においても「地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループに
なろう」というグループスローガンのもと、各事業分野においてお客様のありが
とうを集める活動を展開してまいります。

　主要な事業等の課題につきましては、以下のとおりであります。

① 国内外食事業
　当社グループが主に展開する居酒屋事業は、マーケットの縮小傾向が続い
ており、お客様ニーズの多様化など厳しい事業環境にあります。加えて、ア
フターコロナにおける人々の生活様式の変化に伴い、今後のお客様の飲食ス
タイルが大きく変化することも見込まれます。したがって、店内飲食だけで
はなく、テイクアウト・デリバリーなど多様な利用ニーズにも対応すること
が重要であると考えております。
　また、高い商品力と生産性を武器としたフランチャイズ展開を進めるな
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ど、外食事業の拡大に向けた収益源の多様化を図っております。それら外食
事業の仕組みを支える商品開発・仕入・物流・製造などのMD体制を抜本的
に見直し、他社との差別化並びに収益構造の改革を進めてまいります。

② 宅食事業
　宅食事業は、高齢化社会の進展とともにマーケットが拡大している一方、
新規参入業者の増加など競争環境も激化しており、競争環境に適切に対応で
きない場合には市場シェアの低下を招き、当社連結業績に悪影響を及ぼす可
能性があります。
　当該リスクに対応するため、商品力の強化、エリア戦略の見直しを継続的
に行い、新規顧客の獲得による市場開拓、シェア拡大を図るとともに、新し
い販売チャネルとして法人営業を全社的に取り組むとともに、製造工場にお
ける省人化投資を進めるなど、生産性の一段の向上を進めております。

③ 海外外食事業
　海外外食事業は、日本食マーケットが拡大している一方、ニーズの細分化
により競争環境も激化しております。加えて、アフターコロナにおいてお客
様の飲食スタイルが大きく変化することは、当社連結業績に悪影響を及ぼす
可能性があります。
　当該リスクに対応するためには、現在出店する商業施設のオーナー様のテ
ナント入替ニーズ、お客様の飲食ニーズに的確に対応することが重要である
と考えております。そのため、日本の国内外食事業と商品開発体制などの連
携を強化して新業態の開発と出店を進めてまいります。また、競合店出店に
よる集客力の低下、不動産施設費の高騰、人件費の上昇など収益環境が短期
間で悪化する事態への対応として、戦略的なスクラップアンドビルドとあわ
せて、利益を捻出しやすい組織体質の継続的構築を進めてまいります。

④ 人材・教育
　昨年より新型コロナウイルスの影響は少しずつ緩和してきてはいるもの
の、当社グループの人材採用数並びに離職者数は、ともにコロナ前に比べる
とまだまだ厳しい傾向にあります。
　対策としては、当社グループの事業展開の中核となる人材の確保・育成に
あたり、人材の教育・研修体制の強化やシステムなどの省人化投資などによ
り、従業員の自己実現のサポートとともに長く安心して働くことのできる仕
組みづくりに取り組んでまいります。
　また採用から教育までの一気通貫の仕組みをつくり、入社後の目標達成や
離職対策について強化してまいります。ほかにも2022年3月より副社長が全
国を周り全社員の声を直接聞く機会などを設けており、2024年３月期につ
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きましても継続して行ってまいります。
　教育につきましては、3年近く休止しておりました社員研修を再開するな
ど、営業で必要な研修はもとより、個人のビジネススキルや上司部下のコミ
ュニケーション向上のための研修なども導入していきます。
　引き続き従業員の処遇改善や福利厚生制度の拡充のみならず、多様な働き
方、多様な人材の受け入れを可能とする人事制度の構築など、今後の経営環
境の変化に対応できるよう取り組んでまいります。

⑤ 中期経営計画の策定、公表
　当社グループは2019年11月15日に中期経営計画を策定、公表しました
が、新型コロナウイルスの感染拡大によって経営環境は大きく変化しまし
た。
　こうした状況を踏まえ、今後、当社グループ各社における新型コロナウイ
ルス感染収束による事業活動への影響度合いの状況確認が進み、適正かつ合
理的な算出が可能になったうえで、改めて、新中期経営計画を再策定、公表
をいたします。
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区 分 事 業 内 容

国 内 外 食 事 業 問屋から飲料類を仕入れ、飲食店の経営並びにフランチャイズ事
業の展開

宅 食 事 業 調理済み商品及び食料品材料セットの製造、販売、宅配

海 外 外 食 事 業
海外の外食事業におけるフランチャイズ事業の展開、海外現地法
人の管理及び海外エリア進出の戦略立案・実行、海外各地域にお
ける飲食店の経営

環 境 事 業 電力小売事業、風力発電事業、環境マネジメント事業

農 業 農産物の生産・販売、農産加工品の製造・販売及び集中仕込みセ
ンターへの農産物の納入

⑸ 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

本 社 東京都大田区羽田一丁目１番３号

工 場 東松山センター（埼玉県比企郡滑川町）、他計４ヶ所

和 民 國 際 有 限 公 司 本 社 香港

㈲ ワ タ ミ フ ァ ー ム 本 社 千葉県山武市

ワ タ ミ エ ナ ジ ー ㈱ 本 社 東京都大田区

⑹ 主要な事業所（2023年３月31日現在）
① 当社の主要な事業所

② 主要な子会社の事業所
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業 態 名 地 域 店 舗 数
「 ミ ラ イ ザ カ 」 東 北 6

関 東 40
北 陸 ・ 甲 信 越 3
東 海 5
関 西 12
中 国 ・ 四 国 10
九 州 12
小 計 88

「 鳥 メ ロ 」 東 北 2
関 東 55
北 陸 ・ 甲 信 越 4
東 海 12
関 西 13
中 国 ・ 四 国 10
九 州 5
小 計 101

「 焼 肉 の 和 民 」 関 東 15
東 海 3
関 西 7
小 計 25

「かみむら牧場」 関 東 6
東 海 1
関 西 3
九 州 2
小 計 12

「から揚げの天才」 東 北 1
関 東 37
東 海 4
関 西 3
小 計 45

「 b b q 」 関 東 15
東 海 2
関 西 4
小 計 21

「 T G I 」 関 東 11
東 海 1
海 外 1
小 計 13

③ 国内外食店舗数の状況
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業 態 名 地 域 店 舗 数
そ の 他 東 北 1

関 東 25
東 海 2
関 西 10
中 国 ・ 四 国 1
九 州 3
小 計 42

国 内 外 食 合 計 347

地 域 営 業 拠 点 数
東 北 17
関 東 175
北 陸 ・ 甲 信 越 36
東 海 77
関 西 94
中 国 ・ 四 国 39
九 州 87
宅 食 合 計 525

地 域 店 舗 数
香 港 22
台 湾 5
シ ン ガ ポ ー ル 6
フ ィ リ ピ ン 16
ベ ト ナ ム 1
海 外 外 食 合 計 50

　※ＦＣ店含む

④ 宅食営業拠点数の状況

⑤ 海外外食店舗数の状況

　※ＦＣ店含む
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事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

国 内 外 食 事 業 530 （1,803）名 △71 （691）名

宅 食 事 業 597 （782）名 △1 （△2）名

海 外 外 食 事 業 323 （439）名 △22 （△130）名

環 境 事 業 11 （0）名 △7 （0）名

農 業 33 （23）名 4 （△5）名

そ の 他 139 （53）名 2 （25）名

総 計 1,633 （3,100）名 △95 （579）名

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,221（2,610）名 △101（720）名 43.7歳 10.6年

⑺ 使用人の状況（2023年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記
載しております。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記
載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 11,371

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 7,105

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,104

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,250

⑻ 主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）　　　　（単位：百万円）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社の連結子会社であるワタミエージェント株式会社は、同じく当社の連

結子会社であるW&I DREAM MODEL株式会社を2023年４月１日付で吸
収合併いたしました。
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
会 長 兼 社 長 渡 邉 美 樹

公 益 財 団 法 人 S c h o o l  A i d  J a p a n  理 事 長
学 校 法 人 郁 文 館 夢 学 園  理 事 長
公益財団法人みんなの夢をかなえる会 理事長
岩 手 県 陸 前 高 田 市 復 興 対 策 参 与
公益財団法人Save Earth Foundation 理事長

代表取締役副社長 清 水 邦 晃 和 民 國 際 有 限 公 司 取 締 役
ワ タ ミ エ ナ ジ ー 株 式 会 社 代 表 取 締 役

取 締 役 C F O 渡 邉 　 将 也
和 民 國 際 有 限 公 司 代 表 取 締 役
和 民 （ 中 國 ） 有 限 公 司 取 締 役
台 湾 和 民 餐 飲 股 份 有 限 公 司 取 締 役
Watami China Food and Beverage代表取締役

取 締 役
（常勤監査等委員） 肥 塚 　 俊 成 浜 銀 T T 証 券 株 式 会 社 監 査 役

浜 銀 フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社 監 査 役
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 中 堤 康 之 福 助 株 式 会 社 社 長 補 佐

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 大石　美奈子

経 済 産 業 省 調 達 価 格 算 定 委 員 会 委 員
東 京 都 廃 棄 物 審 議 会 委 員
一 般 社 団 法 人 全 国 消 費 者 団 体 連 絡 会 理 事
内 閣 府 消 費 者 委 員 会 委 員
リ デ ュ ー ス リ ユ ー ス リ サ イ ク ル 推 進 協 議 会 監 事

２. 会社の現況
⑴ 会社役員の状況

① 取締役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役（常勤監査等委員）肥塚俊成氏、取締役（監査等委員）中堤康之氏及び大石美
奈子氏は、社外取締役であります。

２. 取締役（常勤監査等委員）肥塚俊成氏は､銀行における長年の企業金融業務やシンク
タンクの経営等の経歴があり、経営戦略、リスク管理、財務・会計等に関する豊富な
経験や知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員）中堤康之氏は、株式会社ワコール、西川産業株式会社にて取締
役等を歴任しており、会社経営に関する豊富な経験や知見を有しております。

４. 取締役（監査等委員）大石美奈子氏は、日本消費生活アドバイザー・コンサルタン
ト・相談員協会や公的機関における消費者視点の政策企画立案や３R推進等、様々な
社会問題への取組みを通じて、消費者問題、SDGs、ESGに関する豊富な経験や知見
を有しております。

５. 当社は、３名の監査等委員のうち１名が常勤監査等委員に就任しております。常勤監
査等委員を選定している理由は、日常的な情報収集や取締役会以外の重要な会議への
出席、会計監査人及び内部監査部門その他内部統制所管部門と十分な連携を図ること
により、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

６. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
①2022年６月26日開催の第36期定時株主総会において、取締役（常勤監査等委員）

千葉徹氏及び取締役（監査等委員）金田勇氏は任期満了により退任いたしました。
②2022年６月26日開催の第36期定時株主総会において、肥塚俊成氏及び大石美奈子

氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
７．当事業年度末日後の取締役の地位及び担当の異動は次の通りであります。
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氏名 異動前 異動後 異動年月日
清水　邦晃 代表取締役副社長 取締役副社長 2023年４月１日

８. 当社は、取締役（監査等委員）中堤康之氏及び大石美奈子氏を東京証券取引所の定め
に基づく独立役員として指定し､同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役を除く。）がその期待される役割を十
分に発揮できるように、定款において取締役との間で、当社への損害賠償
責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
　これに基づき、各社外取締役は当社との間で会社法第427条第１項の規
定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最
低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は子会社
役員を含む全役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該
保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作
為を含む。）に起因して、保険期間中に損害賠償を提起された場合におい
て、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害を
補填するものです。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合は
塡補の対象外とすること等により、役員等の職務の執行の適正性が損なわ
れないようにするための措置を講じております。

④ 取締役の報酬等
ア. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の
報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい
て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針
と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判
断しております。
　取締役の個人の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりで
す｡

　当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針とし
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て、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取
締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基
本方針としています。
　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法は、業績及び業務計
画など定量・定性指標に基づく達成度合などを総合的に判断したうえで、
代表取締役が起案し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会の決議
により株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、決定しており
ます。

　当社の取締役の報酬等は固定報酬（月額基本給）、業績連動報酬（年次
インセンティブ）、非金銭報酬（中長期インセンティブ）で構成し、以下
の算定方針の累積を割合としております。

　固定報酬は、役位職責その他会社の業績等を考慮しながら、総合的に勘
案して報酬額を定め、外部調査機関のデータによる他社水準を参考にし
て、必要に応じて適宜見直しを行います。

　業績連動報酬は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標として
連結営業利益を選定しております。年次インセンティブとして、単年度の
連結営業利益計画の達成度合及び対象取締役の評価に応じて支給水準を決
定しております。

　非金銭報酬は、2019年度より譲渡制限付株式報酬を新規導入いたしま
した。中長期インセンティブとして、役職の別に応じて設定した株式数の
譲渡制限期間を３～５年の範囲内で設定し、指定年度の連結営業利益計画
または当社の取締役会で予め定めた業績目標を達成した場合のみ譲渡制限
を解除します。
　なお、現在譲渡制限期間中の譲渡制限付株式報酬につきましては、コロ
ナ禍の状況を鑑み、業績達成要件を指定年度の連結経常利益としておりま
す。

　また、報酬等を与える時期又は条件の決定の方針は、固定報酬は月額に
て支給し、業績連動報酬及び非金銭報酬はともに業績指標の確定後にて決
定しております。
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区 分
報酬等
の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報酬

左記のうち、
非金銭報酬等

ｽﾄｯｸ
ｵﾌﾟｼｮﾝ

譲渡制限
付株式

取締役（監査等委員
を除く。）
（うち社外取締役）

102
（0）

71
（0）

31
（0）

0
（0）

7
（0）

3名
（0）

取締役(監査等委員)
（うち社外取締役）

16
（16）

16
（16）

0
（0）

0
（0）

0
（0）

5名
（5）

合 計
（うち社外取締役）

119
（16）

87
（16）

31
（0）

0
（0）

7
（0）

8名
（5）

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 業績連動報酬等にかかる業績指標は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標

として連結営業利益を選定しております。当社の業績連動報酬は、年次インセンティ
ブとして、単年度の連結営業利益計画の達成度合い、及び対象取締役の評価に応じて
支給水準を決定しております。当事業年度における連結営業利益の実績は1,474百万
円でした。

３. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は「ア. 役員報酬等の内
容の決定に関する方針等」のとおりであります。なお、非金銭報酬等の内容は、譲渡
制限付株式であり、非金銭報酬等であると同時に、業績連動報酬であります。業績指
標は、連結経常利益を選定しており、役職の別に応じて設定した株式数を譲渡制限期
間を３～５年の範囲で設定し、指定年度の連結経常利益計画を達成した場合のみ譲渡
制限を解除します。

４. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年６月18日開催の
第32期定時株主総会において年額240百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな
い。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の員数は、4名です。また、上記年額報酬とは別枠で、2019年６月
24日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額100百万円以内と決議いただいておりま
す。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、４
名です。

５. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年６月18日開催の第32期定時株主総会に
おいて年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役
(監査等委員)の員数は、３名です。

６. 上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・譲渡制限付株式の付与による報酬額７百万円（社外取締役を除く取締役２名に対し
　７百万円）
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区 分 氏 名 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
期待される役割に関して行った職務の概要

取締役
（常勤監査等委員） 肥 塚  俊 成

2022年６月26日に就任以降、当事業年度に開催された
取締役会17回のうち17回、監査等委員会16回のうち16
回出席しました。社外取締役に就任以降、企業金融業務
及びシンクタンク経営経験者としての豊富な経験や知見
に基づき、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十
分な役割・責務を果たしております。取締役会や監査等
委員会において、経営戦略、リスク管理、財務などに関
する発言を積極的に行いました。

取締役
（監査等委員） 中 堤 康 之

当事業年度に開催された取締役会20回のうち19回、監
査等委員会20回のうち19回出席しました。社外取締役
に就任以降、会社経営に関する豊富な経験や知見に基づ
き、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役
割・責務を果たしております。取締役会や監査等委員会
において、経営全般にわたる発言を積極的に行いまし
た。

取締役
（監査等委員） 大石 美奈子

2022年６月26日に就任以降、当事業年度に開催された
取締役会17回のうち17回、監査等委員会16回のうち16
回出席しました。社外取締役に就任以降、サステナビリ
ティ・ESG・SDGsに関する豊富な経験や知見に基づ
き、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役
割・責務を果たしております。取締役会や監査等委員会
において、人事労務、地球環境問題、消費者志向経営な
どに関する発言を積極的に行いました。

⑤ 社外役員に関する事項
ア. 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役（常勤監査等委員）肥塚俊成氏は、浜銀TT証券株式会社及び
浜銀ファイナンス株式会社の監査役であります。浜銀TT証券株式会社
と当社とは金融商品の取引関係があります。浜銀ファイナンス株式会
社と当社とはリース契約の取引関係があります。

・取締役（監査等委員）中堤康之氏は、福助株式会社社長補佐を兼務し
ております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はござ
いません。

・取締役（監査等委員）大石美奈子氏は、経済産業省調達価格算定委員
会委員、東京都廃棄物審議会委員、一般社団法人全国消費者団体連絡
会理事、内閣府消費者委員会委員、リデュースリユースリサイクル推
進協議会監事を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との
間に特別の関係はございません。

イ. 当事業年度における主な活動状況
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 90百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 90百万円

⑵ 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見
積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計
監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会
計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）
の監査を受けております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の
内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議
の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監
査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、
監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会
におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
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⑶ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
① 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。
ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
ア．コンプライアンス体制の基礎として、「ワタミグループ憲章」「ワタ
ミグループ社訓七ヶ条」を定め、企業理念の基本姿勢を明確にするとと
もに、その周知徹底を図ることとする。

イ．全社員が定期的に実施される研修等において、企業理念に関して継続
的に啓蒙教育を実施する。

ウ．執行部門から独立した内部監査部門を置き、内部監査計画に基づき定
期監査及び臨時監査を行うこととする。

エ．取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関す
る重要な事実を発見した場合には直ちに監査等委員である取締役に報告
するものとし、遅滞無く取締役会において報告することとする。

オ．法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報
体制として、「ワタミヘルプライン」を設け、グループ社内通報規程に
基づきその運用を行うこととする。

カ．監査等委員である取締役は当社の法令遵守体制及び社内通報体制に問
題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求め
ることができることとする。

ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、情報管理規程、文書管理規程

に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で定めら
れた期間、保存・管理することとする。
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ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．当社は、当社の業務執行に係るリスクに関して、個々のリスクの領域
毎に、社内取締役又は執行役員が、それぞれのリスク管理体制を整える
こととする。

イ．不測の事態が発生した場合には、社内取締役を本部長とする対策本部
を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリー
チームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に
止める体制を整えることとする。

ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の
基礎として、取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に
開催することとする。

イ．取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規
程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について
定めるものとする。

ⅴ 当社及び当社子会社（以下、「グループ会社」という。）から成る企業
集団における業務の適正を確保するための体制

ア．グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社すべ
てに適用する「ワタミグループ憲章」「ワタミグループ社訓七ヶ条」を
定め、これを基礎として、グループ会社の各社で諸規程を定めるものと
する。

イ．当社は取締役会及び監査等委員会設置会社とし、当社子会社は原則、
取締役会及び監査役設置会社とし、当社の取締役又は使用人が子会社の
取締役、監査役に就任し、グループ会社の業務の適正を監視できる体制
とする。（以下、当社の監査等委員である取締役を「当社監査等委員」
といい、当社の子会社の監査役を「子会社監査役」という。）

ウ．グループ会社の経営については、毎月開催される取締役会で取締役か
ら業務執行状況、財務状況その他の重要情報について定期的に報告する
ものとする。

エ．グループ会社において、法令及び社内規程等に違反又はその懸念があ
る事象を発見した場合には、当社の主管部署及び当社監査等委員に報告
する体制とする。グループ会社のリスク管理体制については、主管部署
が総合的に指導及び支援を行うものとする。
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オ．当社の内部監査担当部門は、グループ会社に対する内部監査を定期的
に実施し、業務の適正性を監査する。内部監査担当部門はその結果を適
宜、当社監査等委員及び代表取締役に報告するものとする。

ⅵ 当社監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合
における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立
性に関する事項

ア．当社監査等委員の職務を補助する使用人について、取締役会は当社監
査等委員と十分協議を行い、必要に応じて当該使用人を任命及び配置す
る。

イ．当社監査等委員を補助すべき使用人の評価、異動等については当社監
査等委員に意見を求め、その意見を尊重する。

ⅶ グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が当社監査等委員
に報告をするための体制その他の当社監査等委員への報告に関する体制

ア．当社監査等委員は、取締役会、グループリスク・コンプライアンス委
員会等の重要な会議に出席し、グループ会社の取締役及び使用人並びに
子会社監査役から職務の執行状況や会社に著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事項等について報告を受けるものとする。

イ．グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、取締役会に
付議する重要な事項、その他重要な決定事項、重要な会計方針・会計基
準及びその変更、内部監査の実施状況等を当社監査等委員に報告するも
のとする。

ウ．グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、当社監査等
委員から業務執行に関する報告を求められたときは、迅速かつ的確に対
応するものとする。

エ．ワタミヘルプラインの通報状況について、当社の主管部署は当社監査
等委員が出席するグループリスク・コンプライアンス委員会で報告を行
うものとする。

オ．前項の報告・通報をした者に対して、報告・通報をしたことを理由と
する不利な取扱いをすることを、内部通報規程及び就業規則等により禁
止している。

ⅷ 当社監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
当社監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することがで
き、当社は当該請求に基づき支払いを行うものとする。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の

とおりです。
ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令並びに定款に則って行

動するよう徹底しております。当事業年度において取締役会を定期的に開
催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意
見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま
す。
「ワタミグループ憲章」「ワタミグループ社訓七ヶ条」を基に、各種研

修会等において、企業理念に関する研修を実施しております。
　執行部門から独立した内部監査室がグループ会社を定期監査及び臨時監
査の対象とすることで、リスクや対応の見直しを行い内部統制システムの
質的向上を図るとともに、内部統制システムの重要性と順守の教育を実施
しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み策定した監査計
画に基づき、内部統制の有効性の評価を実施しました。
ワタミヘルプラインを常設し、コンプライアンス違反行為や疑義のある

行為等を報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受
けないことを確保するために、報告した使用人の異動、人事評価及び懲戒
等に関して不利な取扱いを行わないよう徹底しております。
また、大規模災害等を想定した事業継続計画を策定しており、不測の事

態に備えております。

ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録及び関係書類等、取締役の職務の執行に係る各書類につ

いては、いずれも関係法令及び関連する社内規程に従って適切に保存及び
保管しています。

ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクマネジメントにつきましては、企業経営に重大な影響を与えるリ

スクの選定と必要な対策を実施することとしており、リスク管理担当部門
がリスクの識別、分類、分析、評価についての定期見直しを実施し、対応
策の実施状況の検証を行っております。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要　ⅰ　取締役

及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制」に記載の通り、取締役会を開催し、各事業部門の執行状況の把握を
するとともに、重要事項について協議し、機動的な意思決定を行いまし
た。
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

に、執行役員の選任を行っております。

ⅴ グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
「②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要　ⅰ　取締役

及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制」に記載の通り、取締役会を開催し、グループ会社に対して、その営
業活動を把握し、一定基準に該当する重要事項についての報告を義務と
し、その遂行を承認するなど適切な経営がなされることを監督する体制を
整備しております。また、各種研修会等において、企業理念に関する研修
を実施しております。

ⅵ 当社監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合
における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立
性に関する事項
取締役会は、当社監査等委員の求めに応じて当社監査等委員と十分協議

を行い、必要に応じて当社監査等委員の職務を補助する使用人を任命及び
配置する体制を整えております。また、当該使用人の評価、異動等に関し
ては当社監査等委員に意見を求め、その意見を尊重する体制を整えていま
す。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

ⅶ グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が当社監査等委員
に報告をするための体制その他の当社監査等委員への報告に関する体制

ア．当社監査等委員は、取締役会、グループリスク・コンプライアンス委
員会等の重要な会議に出席し、グループ会社の取締役及び使用人並びに
子会社監査役から職務の執行状況や会社に著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事項等について報告を受けるものとしております。

イ．グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、取締役会に
付議する重要な事項、その他重要な決定事項、重要な会計方針・会計基
準及びその変更、内部監査の実施状況等を当社監査等委員に報告してお
ります。

ウ．グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、当社監査等
委員から業務執行に関する報告を求められたときは、迅速かつ的確に対
応するものとしております。

エ．ワタミヘルプラインの通報状況について、当社の主管部署は当社監査
等委員が出席するグループリスク・コンプライアンス委員会で報告を行
っております。

オ．前項の報告・通報をした者に対して、報告・通報をしたことを理由と
する不利な取扱いをすることを、内部通報規程及び就業規則等により禁
止しています。

ⅷ 当社監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
当社監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することがで

き、当社は当該請求に基づき支払いを行っております。

⑷ 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

⑸ 特定完全子会社に関する事項
該当事項はありません。

⑹ 親会社等との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(注)本事業報告中の記載金額および株数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連結貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

投 資 固 定 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

41,995

31,505

3,134

4,204

474

449

500

1,743

△15

15,054

6,313

3,686

821

336

740

148

579

1,171

1,171

7,570

2,527

4,395

0

949

△302　

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 17,589
支払手形及び買掛金 3,237
１年内償還予定の社債 100
短 期 借 入 金 5,726
リ ー ス 債 務 560
未 払 金 4,189
未 払 法 人 税 等 616
未 払 費 用 1,712
賞 与 引 当 金 606
役 員 賞 与 引 当 金 24
販 売 促 進 引 当 金 12
そ の 他 803

固 定 負 債 21,653
社 債 50
長 期 借 入 金 17,227
リ ー ス 債 務 1,016
資 産 除 去 債 務 1,894
そ の 他 1,464

負 債 合 計 39,243
（純資産の部）
株 主 資 本 14,601
資 本 金 4,910
資 本 剰 余 金 17,019
利 益 剰 余 金 △3,589
自 己 株 式 △3,738

その他の包括利益累計額 3,052
その他有価証券評価差額金 9
為替換算調整勘定 3,043

新 株 予 約 権 21
非支配株主持分 131
純 資 産 合 計 17,807

資 産 合 計 57,050 負 債 純 資 産 合 計 57,050

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（ 2022年 ４ 月１日から ）2023年 ３ 月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 77,922
売 上 原 価 34,316

売 上 総 利 益 43,605
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 42,130

営 業 利 益 1,474
営 業 外 収 益

受 取 利 息 165
有 価 証 券 利 息 90
設 備 賃 貸 収 入 108
助 成 金 収 入 1,601
為 替 差 益 645
雑 収 入 345 2,957

営 業 外 費 用
支 払 利 息 257
設 備 賃 貸 費 用 103
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 21
雑 損 失 166 549
経 常 利 益 3,883

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 26
減 損 損 失 1,658 1,684

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,198
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 581
法 人 税 等 調 整 額 △44 536
当 期 純 利 益 1,661
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △13

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,674

連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
立 替 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
電 話 加 入 権

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
投 資 固 定 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

22,439
12,956
2,674
4,204
392
435
344
627
220
375
138
109
△40

31,543
4,573
2,725

43
499

0
290
315
660
39

1,155
12

1,042
37
64

25,814
2,418

17,024
101

4,350
212
110

3,656
244

0
35

△2,340　

（負 債 の 部）
流 動 負 債 16,170
買 掛 金 2,672
１年内償還予定の社債 100
１年内返済予定の長期借入金 5,672
リ ー ス 債 務 549
未 払 金 3,278
未 払 法 人 税 等 596
前 受 金 57
未 払 費 用 1,426
預 り 金 424
前 受 収 益 159
賞 与 引 当 金 549
役 員 賞 与 引 当 金 24
販 売 促 進 引 当 金 12
そ の 他 646

固 定 負 債 21,178
社 債 50
長 期 借 入 金 17,159
リ ー ス 債 務 933
資 産 除 去 債 務 1,663
預 り 保 証 金 898
そ の 他 473

負 債 合 計 37,348
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 16,602
資 本 金 4,910
資 本 剰 余 金 17,016
資 本 準 備 金 5,502
その他資本剰余金 11,514

利 益 剰 余 金 △1,586
利 益 準 備 金 107
その他利益剰余金 △1,693
別 途 積 立 金 9,600
繰越利益剰余金 △11,293

自 己 株 式 △3,738
評価・換算差額等 9

その他有価証券評価差額金 9
新 株 予 約 権 21
純 資 産 合 計 16,634

資 産 合 計 53,982 負 債 純 資 産 合 計 53,982

貸　借　対　照　表

（単位：百万円）
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損益計算書

（ 2022年 ４ 月１日から ）2023年 ３ 月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 68,781
売 上 原 価 29,237
売 上 総 利 益 39,543

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 37,226
営 業 利 益 2,317

営 業 外 収 益
受 取 利 息 89
有 価 証 券 利 息 90
設 備 賃 貸 収 入 108
助 成 金 収 入 1,310
為 替 差 益 530
雑 収 入 232 2,362

営 業 外 費 用
支 払 利 息 245
設 備 賃 貸 費 用 103
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 177
雑 損 失 167 694
経 常 利 益 3,984

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 23
減 損 損 失 1,521
関 係 会 社 株 式 評 価 損 217 1,761
税 引 前 当 期 純 利 益 2,223
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 565
法 人 税 等 調 整 額 △44 521
当 期 純 利 益 1,702

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 京 嶋 　 清 兵 衛
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 福 島 　 啓 之

2023年５月19日
ワタミ株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　東　京　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ワタミ株式会社の

2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、ワタミ株式会社及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

連結計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容
は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する
ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通
読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法
人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重
要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
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・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の
財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結
計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 京 嶋 　 清 兵 衛
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 福 島 　 啓 之

2023年５月19日
ワタミ株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　東　京　事　務　所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ワタミ株式会
社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
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・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業

年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び
結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事
項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制所管部門と
連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行
に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

2023年５月22日

ワ タ ミ 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

常 勤 監 査 等 委 員 肥 塚 俊 成 ㊞

監 査 等 委 員 中 堤 康 之 ㊞

監 査 等 委 員 大 石 美 奈 子 ㊞
　

２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

（注）監査等委員肥塚俊成、中堤康之及び大石美奈子は、会社法第２条第15
号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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剰余金処分議案

株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件

当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定的な利益配分を基本とし、配
当を行ってまいります。

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案い
たしまして、次のとおりといたしたいと存じます。

A種優先株式に対する当事業年度の期末配当につきましては、定款及びA種優
先株式発行要領で定めた所定の計算に基づく金額を実施したいと存じます。

⑴　配当財産の種類
金銭といたします。

⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき            金７円50銭
普通株式配当総額                299,882,423円
当社Ａ種優先株式１株につき 金4,000,000円
A種優先株式配当総額          480,000,000円
配当総額の合計                  779,882,423円

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
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取締役３名選任議案

候補者
番 号

氏 名
( 生  年  月  日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

１

渡 邉 美 樹
（わたなべ みき）

（1959年10月５日)

    1984年    4 月 (有)渡美商事設立　代表取締役
    1986年    5 月 ㈱ワタミ（現ワタミ㈱）設立

代表取締役社長
    2001年    3 月 特定非営利活動法人School Aid

Japan理事長（現 公益財団法人
School Aid Japan）（現任）

    2003年    3 月 学校法人郁文館理事長（現 学校
法人郁文館夢学園）（現任）

    2009年    6 月 当社代表取締役会長・CEO
    2010年    11月 特定非営利活動法人みんなの夢をか

なえる会理事長（現 公益財団法人
みんなの夢をかなえる会）（現任）

    2011年    2 月 当社取締役最高顧問
    2011年    5 月 当社取締役会長（非常勤）
    2011年    6 月 岩手県陸前高田市復興対策参与

（現任）
    2013年    6 月 公益財団法人Save Earth

Foundation理事長（現任）
    2013年    7 月 参議院議員
    2019年    9 月 当社代表取締役会長 兼 グループ

CEO
    2021年    3 月 復興庁「復興推進委員会」委員
    2021年    10月 当社代表取締役会長兼社長（現任）

－株

<候補者とした理由>
同氏は、当社の創業者として今日のワタミグループを築き上げてきました。長年にわた
り当社の経営を指揮し、外食・介護・宅食・農業・環境等の数多くの事業を手がけ、独
自の「6次産業モデル」を構築し、多くの成果を上げてまいりました。
また、参議院議員として国政に携わる他、経団連理事、政府教育再生会議委員、岩手県
陸前高田市参与、復興庁「復興推進委員会」委員等、要職を多数歴任しております。当
社は、豊富な知識・経験・実績を持つ同氏は、企業経営の諸問題に精通しており、取締
役会による経営の意思決定機能及び業務執行の監督機能を高めワタミグループの中長期
的な企業価値を向上させるために必要不可欠な人物であると判断し、取締役候補者とい
たしました。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員
（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会における検討の結果、候補者とし
て適任であると判断されております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役３名選任議案

候補者
番 号

氏 名
( 生  年  月  日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

２

清 水 邦 晃
（しみず くにあき）

(1970年６月１日)

    1991年    9 月 当社入社
    1997年    8 月 当社東日本事業部部長
    2003年    8 月 当社執行役員兼ゴハン事業本部長
    2005年    9 月 ㈱アールの介護取締役
    2006年    4 月 ワタミの介護㈱代表取締役社長
    2009年    6 月 当社取締役兼ワタミの介護㈱代表

取締役社長
    2012年    11月 当社常務取締役兼ワタミの介護㈱

代表取締役社長
    2014年    10月 当社常務取締役兼ワタミフードサ

ービス㈱代表取締役社長
    2015年    3 月 当社代表取締役社長兼ワタミフー

ドシステムズ㈱代表取締役社長
    2015年    4 月 和民國際有限公司取締役（現任）
    2015年    6 月 ワタミエナジー㈱取締役
    2015年    12月 ＳＯＭＰＯケアネクスト㈱社外取

締役
    2015年    12月 当社代表取締役社長 兼 COO
    2021年    10月 当社代表取締役副社長兼人材開発

本部長
    2022年    4 月 当社代表取締役副社長
    2022年    9 月 ワタミエナジー㈱代表取締役（現

任）
    2023年    4 月 当社取締役副社長（現任）

48,835株

<候補者とした理由>
同氏は、外食事業子会社や介護事業子会社の代表取締役社長等を歴任し、当社の代表
取締役副社長として、ワタミグループ各事業の成長と業績向上に向けた取り組みを牽
引するなど豊富な経験と実績を有しております。現在は取締役副社長として、ワタミ
グループの経営理念や経営目標に合わせた人事戦略の策定・遂行を主管し、ワタミグ
ループ人権方針の策定、人材の教育・育成、採用プロセスの改善、労働環境の改善、
従業員のモチベーション向上等に大きく寄与しております。当社は同氏がワタミグル
ープの企業理念に基づき、中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物であると判断
し、取締役候補者といたしました。
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取締役３名選任議案

候補者
番 号

氏 名
( 生  年  月  日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

３

渡 邉 将 也
(わたなべ しょうや)

(1987年12月17日)

    2011年    4 月 Mirabaud（Asia）limited入社
    2012年    8 月 当社入社
    2016年    10月 サントリースピリッツ株式会社入

社
    2018年    5 月 マギル大学経営学修士(MBA)卒
    2018年    6 月 Beam Suntory Inc (シカゴ)
    2020年    1 月 当社執行役員海外事業本部長
    2020年    6 月 当社取締役 兼 上席執行役員海外

外食事業本部長
    2021年    4 月 当社取締役CFO 兼 上席執行役員

海外事業本部長
    2022年    4 月 当社取締役CFO（現任）

14,300株

<候補者とした理由>
同氏は、外資系金融機関においてヘッジファンド等の金融商品の分析を中心に従事し
た後、2012年に当社へ入社しました。経理、営業、店舗開発、経営企画と、横断的に
従事、2016年に、サントリースピリッツ株式会社においてスコッチウイスキーのブラ
ンドマネージャー、Beam Suntory Inc シカゴにてジムビームブランドチームに
2018年当時日本人で唯一従事することにより国際的な企業の経営感覚を培ってきまし
た。併行してマギル大学にて経営学修士を取得しております。2020年１月からは海外
事業本部長としてこれまでの知識経験を生かし、当社の海外戦略構築及び展開に大き
く寄与し、2020年６月には取締役に選任され2021年４月からは取締役CFOとして職
務を全うしております。企業経営に関する資質と能力を十分に保持しており、さらに
ワタミグループの新しい企業戦略に必要な人物と判断し、取締役候補者といたしまし
た。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、2023年10月に更新予定です。現任取締役である各候補者は当
該保険契約の被保険者となっており、また、各候補者が当社取締役に再任された場合
には、引き続き、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約は、被保険者が
会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間
中に損害賠償を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担す
ることによって被る損害を、填補するものです。

以上
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地図

＜交通＞　　◆京浜急行線　「京急蒲田駅」より徒歩３分
　　　　　　◆JR京浜東北線、東急池上・多摩川線「蒲田駅」より徒歩13分
※駐車場・駐輪場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。
※前回の会場と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。

＜受付＞ ◆受付開始時間は午後1時00分を予定しています。
会場には株主様のみご入場できます。同伴者様はご入場できませんので何卒ご了承
ください。

株主総会ご出席株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

第37期定時株主総会　会場ご案内図

大田区産業プラザＰｉＯ　大展示ホール
東京都大田区南蒲田１丁目20-20
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